
 

 
 

 

一 

 
 

 

強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
第
百
五
号
）
の
締
結
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
が
強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
第
百
五
号
）
を
締
結
す
る
た
め
、
同
条
約
が
禁
止
す

る
強
制
労
働
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
罰
則
に
関
す
る
規
定
に
係
る
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
船
員
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
二
十
八
条
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
乃
至
第
十
四
条
」
を

「
か
ら
第
十
四
条
ま
で
」
に
、
「
当
り
」
を
「
当
た
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。 

 
 

第
百
二
十
八
条
の
二
を
第
百
二
十
八
条
の
三
と
し
、
第
百
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
百
二
十
八
条
の
二 

海
員
が
外
国
に
お
い
て
脱
船
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
禁
錮
に
処
す
る
。 

 

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
十
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

二 

 
 

十
六
及
び
十
七 

削
除 

 
 

第
百
十
条
第
一
項
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

十
九 
削
除 

 
 

第
百
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
百
十
一
条
の
二 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

一 

何
人
た
る
を
問
わ
ず
第
九
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
違
法
な
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
、
唆
し
、
若
し
く
は
あ

お
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
企
て
た
者 

 
 

二 

第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
的
行
為
の
制
限
に
違
反
し
た
者 

 

（
郵
便
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

（
郵
便
物
運
送
委
託
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

郵
便
物
運
送
委
託
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

 
 

 

三 

 
 

第
十
九
条
中
「
し
な
い
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
「
懲
役
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

四 

削
除 

 
 

第
六
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
二
条
の
二 

何
人
た
る
を
問
わ
ず
、
第
三
十
七
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
違
法
な
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
、
唆
し
、

若
し
く
は
あ
お
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
企
て
た
者
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
八
条
中
「
第
三
号
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

削
除 



 

 
 

 

四 

 
 

第
百
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
百
十
九
条
の
二 

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
に
処
す
る
。 

 

（
熱
供
給
事
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」
を
「
は
、
二
年
以
下
の
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
」
に
改
め
る
。 

 

（
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
七
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
八
条 

削
除 

 
 

第
百
八
十
条
第
二
項
中
「
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」
を
「
は
、
二
年
以
下
の
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
百
八
十
条
の
二 

第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、



 

 
 

 

五 

そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
錮
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 
 

第
百
九
十
条
第
二
号
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

附
則
第
六
十
五
条
中
「
拒
ん
だ
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
「
懲
役
」
を
「
禁
錮
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
） 

２ 

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
百
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 





 

 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

我
が
国
が
強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
第
百
五
号
）
を
締
結
す
る
た
め
、
同
条
約
が
禁
止
す
る
強
制
労
働
に
該
当
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
罰
則
に
関
す
る
規
定
に
係
る
関
係
法
律
の
規
定
中
、
懲
役
刑
を
禁
錮
刑
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


